
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一次施工側区間のプレストレストコンクリート桁内にプレグラウトＰＣ鋼線が緊張・定着
され、同プレストレストコンクリート桁の後半部の桁支持点を越えた前方位置に、一端が
同桁の下面に開口・位置し他端が隣接する二次施工側区間のプレストレストコンクリート
桁との接続壁面に開口・位置して埋設された第一のダクトが配備され、同第一のダクト内
に、二次施工側区間のプレストレストコンクリート桁内のプレグラウトＰＣ鋼線から前方
に延出したプレグラウトＰＣ鋼線が貫挿され、
そして同様に二次施工側区間のプレストレストコンクリート桁内に、前記第一のダクトの
一端を固定側定着部としてプレグラウトＰＣ鋼線が緊張・定着され、また二次施工側区間
のプレストレストコンクリート桁の後半部の桁支持点を越えた前方位置に、一端が同桁の
下面に開口・位置し他端が隣接する三次施工側区間のプレストレストコンクリート桁部と
の接続壁面に開口・位置して埋設された第二のダクトが配備され、同第二のダクト内に、
三次施工側区間のプレストレストコンクリート桁内のプレグラウトＰＣ鋼線から前方へ延
出したプレグラウトＰＣ鋼線が貫挿され、
以下前記と同様にして、三次施工側区間、四次施工側区間・・・と順次繰り返して分割施
工されてなる、プレストレストコンクリ－ト多径間連続桁構造物の分割施工により構成さ
れた桁部の構造において、
前記各ダクトと延出プレグラウトＰＣ鋼線との間隙に、グラウト材が充填・硬化されてな
ることを特徴とするプレストレストコンクリート多径間連続桁構造物の分割施工により構
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成された桁部の構造。
【請求項２】
第一、第二・・の各ダクトが、プレストレストコンクリート桁の後半部の桁支持点を越え
た前方位置の下面に設けられた切り欠き部に開口・位置し他端が隣接する二、三・・次施
工側区間の各プレストレストコンクリート桁との接続壁面に開口・位置して埋設されたも
のであることを特徴とする請求項１記載のプレストレストコンクリート多径間連続桁構造
物の分割施工により構成された桁部の構造。
【請求項３】
ダクトの下方位置部分にグラウト注入管が分岐して立設され、ダクトの上方位置部分にグ
ラウト排出管が分岐して立設されてなることを特徴とする請求項１又は２に記載のプレス
トレストコンクリート多径間連続桁構造物の分割施工により構成された桁部の構造。
【請求項４】
（１）一次施工側区間のプレストレストコンクリート桁構築予定領域に、固定側定着具、
一次施工側区間のプレグラウトＰＣ鋼線、緊張側定着具を配置し、かつ前記予定領域の後
半部の桁支持点を越えた前方位置に、一端が前記予定領域の下壁面に開口・位置し他端が
隣接する二次施工側区間のプレストレストコンクリート桁との接続壁面に開口・位置する
第一のダクトを配置し、また同ダクトの前方の一端部に定着具を配置した後、前記予定領
域内にコンクリートを打設し、コンクリートが硬化した後に、プレグラウトＰＣ鋼線を緊
張して定着する第１工程と、
（２）二次施工側区間のプレストレストコンクリート桁構築予定領域に、二次施工側区間
のプレグラウトＰＣ鋼線、緊張側定着具を配置し、かつ前記第一のダクト内に二次施工側
区間のプレグラウトＰＣ鋼線から前方に延出させたプレグラウトＰＣ鋼線延出部を貫挿し
、さらに二次施工側区間の前記予定領域の後半部の桁支持点を越えた前方位置に、一端が
前記予定領域の下壁面に開口・位置し他端が隣接する三次施工側区間のプレストレストコ
ンクリート桁との接続壁面に開口・位置する第二のダクトを配置し、また同ダクトの前方
も一端部に定着具を配置した後、前記予定領域内にコンクリートを打設し、コンクリート
が硬化した後に、二次施工側区間のプレグラウトＰＣ鋼線を、前記第一のダクト定着具を
固定側定着具として、緊張して定着する第２工程と、
（３）以下前記と同様にして、三次施工側区間、四次施工側区間・・・と順次繰り返して
行う第３工程、第４工程・・・とからなる、プレストレストコンクリート多径間連続桁構
造物のコンクリート桁部の分割施工による構築方法において、ダクト内にプレグラウトＰ
Ｃ鋼線から前方に延出したプレグラウトＰＣ鋼線を貫挿した後、同ダクト内壁と前記プレ
グラウトＰＣ鋼線との間隙にグラウト材を充填し、硬化した後プレグラウトＰＣ鋼線を緊
張し、コンクリート桁にプレストレスを導入することを特徴とするプレストレストコンク
リート多径間連続桁構造物の桁の分割施工による構築方法。
【請求項５】
（１）一次施工側区間のプレストレストコンクリート桁構築予定領域の両端に、一次施工
側区間のプレグラウトＰＣ鋼線の定着具を配置し、かつ前記予定領域の後半部の桁支持点
を越えた前方位置に、一端が前記予定領域の下壁面に開口・位置し他端が隣接する二次施
工側区間のプレストレストコンクリート桁との接続壁面に開口・位置する第一のダクトを
配置し、前記予定領域内にコンクリートを打設し、コンクリートが硬化した後に、プレグ
ラウトＰＣ鋼線をその両端部から緊張して定着する第１工程と、
（２）二次施工側区間のプレストレストコンクリート桁構築予定領域に、二次施工側区間
のプレグラウトＰＣ鋼線を配置し、これを前記第一のダクト内に延出させ、さらに二次施
工側区間の前記予定領域の後半部の桁支持点を越えた前方位置に、一端が前記予定領域の
下壁面に開口・位置し他端が隣接する三次施工側区間のプレストレストコンクリート桁と
の接続壁面に開口・位置する第二のダクトを配置し、前記予定領域内にコンクリートを打
設し、コンクリートが硬化した後に、二次施工側区間のプレグラウトＰＣ鋼線を、前記第
一のダクトの前端に設けた定着具と三次施工側区間のプレストレストコンクリート桁に隣
接する二次施工側区間のプレストレストコンクリート桁の接続壁面に設けた定着具とを用
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いて、両側から緊張して定着する第２工程と、
（３）以下前記と同様にして、三次施工側区間、四次施工側区間・・・と順次繰り返して
行う第３工程、第４工程・・・とからなる、プレストレストコンクリート多径間連続桁構
造物のコンクリート桁部の分割施工による構築方法において、ダクト内に次の施工側区間
から前方に延出したプレグラウトＰＣ鋼線を貫挿した後、同ダクトと前記プレグラウトＰ
Ｃ鋼線との間隙にグラウト材を充填し、硬化した後プレグラウトＰＣ鋼線を緊張しコンク
リート桁にプレストレスを導入することを特徴とするプレストレストコンクリート多径間
連続桁構造物の桁の分割施工による構築方法。
【請求項６】
（１）一次施工側区間のプレストレストコンクリート桁構築予定領域に固定側定着具、一
次施工側区間のプレグラウトＰＣ鋼線、緊張側定着具を配置し、かつ前記予定領域の後半
部の桁支持点を越えた前方位置に、一端が前記予定領域の下壁面に開口・位置し他端が隣
接する二次施工側区間のプレストレストコンクリート桁との接続壁面に開口・位置する第
一のダクトを配置し、また同ダクトの前方の一端部に定着具を配置した後、前記予定領域
内にコンクリートを打設し、コンクリートが硬化した後に、プレグラウトＰＣ鋼線を緊張
して定着する第１工程と、
（２）二次施工側区間のプレストレストコンクリート桁構築予定領域に、二次施工側区間
のプレグラウトＰＣ鋼線、緊張側定着具を配置し、かつ前記第一のダクト内に二次施工側
区間のプレグラウトＰＣ鋼線から前方に延出させたプレグラウトＰＣ鋼線延出部を貫挿し
、さらに二次施工側区間の前記予定領域の後半部の桁支持点を越えた前方位置に、一端が
前記予定領域の下壁面に開口・位置し他端が隣接する三次施工側区間のプレストレストコ
ンクリート桁との接続壁面に開口・位置する第二のダクトを配置し、また同ダクトの前方
も一端部に定着具を配置した後、前記予定領域内にコンクリートを打設し、コンクリート
が硬化した後に、二次施工側区間のプレグラウトＰＣ鋼線を、前記第一のダクト定着具を
固定側定着具として、緊張して定着する第２工程と、
（３）以下前記と同様にして、三次施工側区間、四次施工側区間・・・と順次繰り返して
行う第３工程、第４工程・・・とからなる、プレストレストコンクリート多径間連続桁構
造物のコンクリート桁部の分割施工による構築方法において、ダクト内に次の施工側区間
から前方に延出したプレグラウトＰＣ鋼線を貫挿し同プレグラウトＰＣ鋼線を緊張しコン
クリート桁にプレストレスを導入した後、同ダクトと前記プレグラウトＰＣ鋼線との間隙
にグラウト材を充填し、硬化させることを特徴とするプレストレストコンクリート多径間
連続桁構造物の桁の分割施工による構築方法。
【請求項７】
　第一、第二・・の各ダクトが、プレストレストコンクリート桁の後半部の桁支持点を越
えた前方位置の下面に設けられた切り欠き部に開口・位置し他端が隣接する二、三・・次
施工側区間の各プレストレストコンクリート桁との接続壁面に開口・位置して埋設される
ことを特徴とする請求項４～６のいずれか１項に記載のプレストレストコンクリート多径
間連続桁構造物の桁の分割施工による構築方法。
【請求項８】
ダクトの下方位置部分に、ダクトと前記プレグラウトＰＣ鋼線との間隙にグラウト材を充
填するためのグラウト注入管が分岐して立設され、また、ダクトの上方位置部分に、排出
管が分岐して立設されてなることを特徴とする請求項４～７のいずれか１項に記載のプレ
ストレストコンクリート多径間連続桁構造物の桁の分割施工による構築方法。
【請求項９】
固定側定着具に挿通されたＰＣ鋼材端部及び緊張側定着具に挿通されたＰＣ鋼材端部の両
側から、ＰＣ鋼材を緊張し、定着することを特徴とする請求項４～８のいずれか１項に記
載のプレストレストコンクリート多径間連続桁構造物の桁の分割施工による構築方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、分割施工されるプレストレストコンクリート（ＰＣ）多径間連続桁の桁部の構
造及びその構築方法に関し、特に接続具（カプラー）を不要としたプレストレストコンク
リート多径間連続桁構造物の桁部の構造及びその構築方法に関する。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
従来、分割施工でＰＣ多径間連続桁構造を構築する場合、ＰＣ鋼線をカプラーで継ぎ足し
て順次施工する方式が採用されていた。
すなわち、
[第１工程 ]:
一次施工側の施行区間を所要の形状・構造に枠組み・配筋して製作した後、ＰＣ鋼線、定
着具、を配置する。
次いで、コンクリートを打設し、所定強度に達した後、ジャッキを使用してＰＣ鋼線を緊
張し、定着する。
[第２工程 ]：
次に、二次施工側の施行区間を所要の形状・構造に枠組み・配筋して製作した後、既に緊
張定着された一次施行区間のＰＣ鋼材定着具にカップラーを用いて二次施工側区間のＰＣ
鋼材を接続する。
しかる後、コンクリートを打設し、所定強度に達した後、ジャッキを使用してＰＣ鋼線を
緊張し、定着する。
[第３、第４・・工程 ]　以上と同様の工程を以降の施工側区間にも順次適用して行うこと
により、所要のＰＣ多径間連続桁構造物を構築する。
また、図１に示すごときＰＣ鋼材をたすき掛け配置とした多径間連続桁構造物及びその構
築方法で、ダクトは具備しないものも提案されていたが、二次施工側区間のプレグラウト
ＰＣ鋼線の前方部分が一次施工側区間のプレストレストコンクリート桁を打設する際に同
時に埋設されるため、その際に前記二次施工側区間のプレグラウトＰＣ鋼材の長い後半部
分も長尾のごとく延出されて放置され、施工作業上非常に邪魔なものとなる。
【０００３】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記従来技術の課題を下記構成の「プレストレストコンクリート多径間連続桁
構造物の分割施工により構成された桁構造及びその構築方法」によって解決するものであ
る。
[１ ]　一次施工側区間のプレストレストコンクリート桁内にプレグラウトＰＣ鋼線が緊張
・定着され、同プレストレストコンクリート桁の後半部の桁支持接点を越えた前方位置に
、一端が同桁の下面に開口・位置し他端が隣接する二次施工側区間のプレストレストコン
クリート桁との接続壁面に開口・位置して埋設された第一のダクトが配備され、同第一の
ダクト内に、二次施工側区間のプレストレストコンクリート桁内のプレグラウトＰＣ鋼線
から前方に延出したプレグラウトＰＣ鋼線が貫挿され、そして同様に二次施工側区間のプ
レストレストコンクリート桁内に、前記第一のダクトの一端を固定側定着部としてプレグ
ラウトＰＣ鋼線が緊張・定着され、また二次施工側区間のプレストレストコンクリート桁
の後半部の桁支持点を越えた前方位置に、一端が同桁の下面に開口・位置し他端が隣接す
る三次施工側区間のプレストレストコンクリート桁部との接続壁面に開口・位置して埋設
された第二のダクトが配備され、同第二のダクト内に、三次施工側区間のプレストレスト
コンクリート桁内のプレグラウトＰＣ鋼線から前方へ延出したプレグラウトＰＣ鋼線が貫
挿され、以下前記と同様にして、三次施工側区間、四次施工側区間・・・と順次繰り返し
て分割施工されてなる、プレストレストコンクリ－ト多径間連続桁構造物の分割施工によ
り構成された桁部の構造において、前記各ダクトと延出プレグラウトＰＣ鋼線との間隙に
、グラウト材が充填・硬化されてなることを特徴とするプレストレストコンクリート多径
間連続桁構造物の分割施工により構成された桁部の構造。
【０００４】
[２ ]　第一、第二・・の各ダクトが、プレストレストコンクリート桁の後半部の桁支持点
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を越えた前方位置の下面に設けられた切り欠き部に開口・位置し他端が隣接する二、三・
・次施工側区間の各プレストレストコンクリート桁との接続壁面に開口・位置して埋設さ
れたものであることを特徴とする前項 [１ ]記載のプレストレストコンクリート多径間連続
桁構造物の分割施工により構成された桁部の構造。
【０００５】
[３ ]　ダクトの下方位置部分にグラウト注入管が分岐して立設され、ダクトの上方位置部
分にグラウト排出管が分岐して立設されてなることを特徴とする前項 [１ ]又は [２ ]に記載
のプレストレストコンクリート多径間連続桁構造物の分割施工により構成された桁部の構
造。
【０００６】
[４ ]　（１）一次施工側区間のプレストレストコンクリート桁構築予定領域に、固定側定
着具、一次施工側区間のプレグラウトＰＣ鋼線、緊張側定着具を配置し、かつ前記予定領
域の後半部の桁支持点を越えた前方位置に、一端が前記予定領域の下壁面に開口・位置し
他端が隣接する二次施工側区間のプレストレストコンクリート桁との接続壁面に開口・位
置する第一のダクトを配置し、また同ダクトの前方の一端部に定着具を配置した後、前記
予定領域内にコンクリートを打設し、コンクリートが硬化した後に、プレグラウトＰＣ鋼
線を緊張して定着する第１工程と、
（２）二次施工側区間のプレストレストコンクリート桁構築予定領域に、二次施工側区間
のプレグラウトＰＣ鋼線、緊張側定着具を配置し、かつ前記第一のダクト内に二次施工側
区間のプレグラウトＰＣ鋼線から前方に延出させたプレグラウトＰＣ鋼線延出部を貫挿し
、さらに二次施工側区間の前記予定領域の後半部の桁支持点を越えた前方位置に、一端が
前記予定領域の下壁面に開口・位置し他端が隣接する三次施工側区間のプレストレストコ
ンクリート桁との接続壁面に開口・位置する第二のダクトを配置し、また同ダクトの前方
も一端部に定着具を配置した後、前記予定領域内にコンクリートを打設し、コンクリート
が硬化した後に、二次施工側区間のプレグラウトＰＣ鋼線を、前記第一のダクト定着具を
固定側定着具として、緊張して定着する第２工程と、
（３）以下前記と同様にして、三次施工側区間、四次施工側区間・・・と順次繰り返して
行う第３工程、第４工程・・・とからなる、プレストレストコンクリート多径間連続桁構
造物のコンクリート桁部の分割施工による構築方法において、ダクト内にプレグラウトＰ
Ｃ鋼線から前方に延出したプレグラウトＰＣ鋼線を貫挿した後、同ダクト内壁と前記プレ
グラウトＰＣ鋼線との間隙にグラウト材を充填し、硬化した後プレグラウトＰＣ鋼線を緊
張し、コンクリート桁にプレストレスを導入することを特徴とするプレストレストコンク
リート多径間連続桁構造物の桁の分割施工による構築方法。
【０００７】
[５ ]　（１）一次施工側区間のプレストレストコンクリート桁構築予定領域の両端に、一
次施工側区間のプレグラウトＰＣ鋼線の定着具を配置し、かつ前記予定領域の後半部の桁
支持点を越えた前方位置に、一端が前記予定領域の下壁面に開口・位置し他端が隣接する
二次施工側区間のプレストレストコンクリート桁との接続壁面に開口・位置する第一のダ
クトを配置し、前記予定領域内にコンクリートを打設し、コンクリートが硬化した後に、
プレグラウトＰＣ鋼線をその両端部から緊張して定着する第１工程と、
（２）二次施工側区間のプレストレストコンクリート桁構築予定領域に、二次施工側区間
のプレグラウトＰＣ鋼線を配置し、これを前記第一のダクト内に延出させ、さらに二次施
工側区間の前記予定領域の後半部の桁支持点を越えた前方位置に、一端が前記予定領域の
下壁面に開口・位置し他端が隣接する三次施工側区間のプレストレストコンクリート桁と
の接続壁面に開口・位置する第二のダクトを配置し、前記予定領域内にコンクリートを打
設し、コンクリートが硬化した後に、二次施工側区間のプレグラウトＰＣ鋼線を、前記第
一のダクトの前端に設けた定着具と三次施工側区間のプレストレストコンクリート桁に隣
接する二次施工側区間のプレストレストコンクリート桁の接続壁面に設けた定着具とを用
いて、両側から緊張して定着する第２工程と、
（３）以下前記と同様にして、三次施工側区間、四次施工側区間・・・と順次繰り返して
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行う第３工程、第４工程・・・とからなる、プレストレストコンクリート多径間連続桁構
造物のコンクリート桁部の分割施工による構築方法において、ダクト内に次の施工側区間
から前方に延出したプレグラウトＰＣ鋼線を貫挿した後、同ダクトと前記プレグラウトＰ
Ｃ鋼線との間隙にグラウト材を充填し、硬化した後プレグラウトＰＣ鋼線を緊張しコンク
リート桁にプレストレスを導入することを特徴とするプレストレストコンクリート多径間
連続桁構造物の桁の分割施工による構築方法。
【０００８】
[６ ]　（１）一次施工側区間のプレストレストコンクリート桁構築予定領域に固定側定着
具、一次施工側区間のプレグラウトＰＣ鋼線、緊張側定着具を配置し、かつ前記予定領域
の後半部の桁支持点を越えた前方位置に、一端が前記予定領域の下壁面に開口・位置し他
端が隣接する二次施工側区間のプレストレストコンクリート桁との接続壁面に開口・位置
する第一のダクトを配置し、また同ダクトの前方の一端部に定着具を配置した後、前記予
定領域内にコンクリートを打設し、コンクリートが硬化した後に、プレグラウトＰＣ鋼線
を緊張して定着する第１工程と、
（２）二次施工側区間のプレストレストコンクリート桁構築予定領域に、二次施工側区間
のプレグラウトＰＣ鋼線、緊張側定着具を配置し、かつ前記第一のダクト内に二次施工側
区間のプレグラウトＰＣ鋼線から前方に延出させたプレグラウトＰＣ鋼線延出部を貫挿し
、さらに二次施工側区間の前記予定領域の後半部の桁支持点を越えた前方位置に、一端が
前記予定領域の下壁面に開口・位置し他端が隣接する三次施工側区間のプレストレストコ
ンクリート桁との接続壁面に開口・位置する第二のダクトを配置し、また同ダクトの前方
も一端部に定着具を配置した後、前記予定領域内にコンクリートを打設し、コンクリート
が硬化した後に、二次施工側区間のプレグラウトＰＣ鋼線を、前記第一のダクト定着具を
固定側定着具として、緊張して定着する第２工程と、
（３）以下前記と同様にして、三次施工側区間、四次施工側区間・・・と順次繰り返して
行う第３工程、第４工程・・・とからなる、プレストレストコンクリート多径間連続桁構
造物のコンクリート桁部の分割施工による構築方法において、ダクト内に次の施工側区間
から前方に延出したプレグラウトＰＣ鋼線を貫挿し同プレグラウトＰＣ鋼線を緊張しコン
クリート桁にプレストレスを導入した後、同ダクトと前記プレグラウトＰＣ鋼線との間隙
にグラウト材を充填し、硬化させることを特徴とするプレストレストコンクリート多径間
連続桁構造物の桁の分割施工による構築方法。
【０００９】
[７ ]　第一、第二・・の各ダクトが、プレストレストコンクリート桁の後半部の桁支持点
を越えた前方位置の下面に設けられた切り欠き部に開口・位置し他端が隣接する二、三・
・次施工側区間の各プレストレストコンクリート桁との接続壁面に開口・位置して埋設さ
れることを特徴とする前項 [４ ]～ [６ ]のいずれか１項に記載のプレストレストコンクリー
ト多径間連続桁構造物の桁の分割施工による構築方法。
【００１０】
[８ ]　ダクトの下方位置部分に、ダクトと前記プレグラウトＰＣ鋼線との間隙にグラウト
材を充填するためのグラウト注入管が分岐して立設され、また、ダクトの上方位置部分に
、排出管が分岐して立設されてなることを特徴とする前項 [４ ]～ [7]のいずれか１項に記
載のプレストレストコンクリート多径間連続桁構造物の桁の分割施工による構築方法。
【００１１】
[９ ]　固定側定着具に挿通されたＰＣ鋼材端部及び緊張側定着具に挿通されたＰＣ鋼材端
部の両側から、ＰＣ鋼材を緊張し、定着することを特徴とする前項 [４ ]～ [８ ]のいずれか
１項に記載のプレストレストコンクリート多径間連続桁構造物の桁の分割施工による構築
方法。
【００１２】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
図１は本発明の、プレストコンクリート（ＰＣ）多径間連続桁構造物の分割施工により構
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成される桁構造の説明図であり、図中、Ａは一次施工側区間、Ｂは二次施工側区間、Ｃは
三次施工側区間、１は橋脚、２は固定側定着具、３は緊張側定着具、４は固定側定着具、
５は緊張側定着具、６は固定側定着具、７は緊張側定着具、１０は一次施工側区間のプレ
ストレストコンクリート桁、１１は二次施工側区間のプレストレストコンクリート桁、１
２は三次施工側区間のプレストレストコンクリート桁、１０ａ，１１ａ，１２ａはプレグ
ラウトＰＣ鋼線、１１ａ’，１２ａ’はいわば「たすき状」に延出したプレグラウトＰＣ
鋼線の部分、Ｐは支持点である。
なお、プレグラウトＰＣ鋼線（ＰＣ鋼より線）の構造は、図５にその断面（ａ）及び一部
切り欠き正面図（ｂ）を示すごときもので、プラスチックシース（好ましくはポリエチレ
ンシース）１００の中にＰＣ鋼より線１１０が挿通され、かつ両者の間に数ヶ月～半年程
度で硬化する樹脂、すなわち遅延硬化型樹脂（特に好ましくは遅延硬化型エポキシ樹脂）
が充填されているものである。
【００１３】
そしてそのＰＣ多径間連続桁構造物の構造は、図１の説明図に示すごとく、
一次施工側区間Ａのプレストレストコンクリート桁１０内にプレグラウトＰＣ鋼線１０ａ
が緊張・定着され、同桁１０の後半部の桁支持点Ｐを越えた前方位置に、一端が桁下面１
０Ｂに開口・位置し他端が隣接する二次施工側区間Ｂのプレストレストコンクリート桁１
１との接続壁面１０Ａに開口・位置して埋設された第一のダクト１０２が配備され、同第
一のダクト１０２内に、二次施工側区間Ｂの桁１１内のプレグラウトＰＣ鋼線１１ａの前
方部１１ａ’が延出されて挿入され、前記第一ダクト１０２の（固定側）定着部（４）を
緊張端として、二次施工側区間Ｂのプレストレストコンクリート桁１１内に、プレグラウ
トＰＣ鋼材１１ａが緊張・定着され、
また二次施工側区間Ｂの桁１１の後半部の桁支持点Ｐを越えた前方位置に、一端が桁下面
１１Ｂに開口・位置し他端が隣接する三次施工側区間Ｃのプレストレストコンクリート桁
１２との接続壁面１１Ａに開口・位置して埋設された第二のダクト１１２が配備され、同
ダクト１１２に、三次施工側区間Ｃの桁１２内のプレグラウトＰＣ鋼線１２ａの前方部１
２ａ’が延出されて挿入され、前記第二ダクト１１２の（固定側）定着部（６）を緊張端
として、三次施工側区間Ｃの桁１２内に、プレグラウトＰＣ鋼材１２ａが緊張・定着され
、
以下前記と同様にして、四次施工側区間、五次施工側区間・・・と順次繰り返して分割施
工されてなる。
【００１４】
図３は一次施工側区間Ａの桁１０の後半部と、それに隣接する二次施工側区間Ｂの前部付
近の詳細断面図を示すものであり、
第一施工側区間の底面１０Ｂに切り欠き部１０Ｄが設けられており（この形成は、例えば
型枠を使用してコンクリートを打設することにより行われる）、その切り欠き部１０Ｄの
内端面に、定着具の定着板４ａが取り付けられ、かつ同内端面と第一施工側区間の壁面１
０Ａとの間に第２施工側区間ＢのＰＣ鋼材１１ａが挿入される第１のダクト１０２が配設
されている。
また、ダクト１０２の定着板４ａ側の下方位置部分にはグラウト注入パイプ８が上方へ向
かって分岐・立設され、また、第一施工側区間の壁面１０Ａ側には排出孔のパイプ９が分
岐・立設されている。
そして、ダクト１０２内には、プレグラウトＰＣ鋼線１１ａの前方部１１ａ’が貫挿され
、ダクト１０２と延出プレグラウトＰＣ鋼線１１ａ’との間隙には、グラウト注入パイプ
８により、グラウト材（例えばセメントミルク）Ｇが注入され、充填される。
なお、壁面１０Ａ部の延出プレグラウトＰＣ鋼線１１ａ’と第１のダクト１０２との間の
開孔隙間部には、二次施工側区間Ｂのコンクリート打設時、ここからの打設コンクリート
の進入を止めるためのゴム又は樹脂製環状シール体２０が嵌挿され、また定着具の定着板
４ａの貫通孔と延出プレグラウトＰＣ鋼線１１ａ’の間にはグラウト材漏れ止め用のシー
ル体２１が嵌挿されている。
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なお、この図の場合は、ダクト１０２と延出プレグラウトＰＣ鋼線１１ａ’との間隙にグ
ラウト注入パイプ８により、グラウト材（例えばセメントミルク）Ｇが注入され、グラウ
ト排出パイプ９の上方から余剰のグラウト材が排出することでグラウトが完全に充填され
たことを確認している。
次いで、そのグラウト材Ｇが硬化した段階で、延出プレグラウトＰＣ鋼線１１ａ’の先端
にアンカーソケット等の定着具を装着し、プレグラウトＰＣ鋼線に緊張力を与えることに
よって、施工側区間Ａ，Ｂが一体構造となる。
また、グラウト材の硬化を待って、延出プレグラウトＰＣ鋼線１１ａ’にアンカーソケッ
ト等の定着具を装着し、プレグラウトＰＣ鋼線に緊張力を与えることによって、施工側区
間Ａ，Ｂが一体構造となる。
【００１５】
図４は、プレグラウトＰＣ鋼線１１ａの前方の延出部１１ａ’が緊張され、定着部（４）
にアンカーソケット４ｂが定着された状態を示す。
そしてその後、第一ダクト１０２のと延出プレグラウトＰＣ鋼線１１ａ’の間隙にグラウ
トパイプ８によりグラウト材Ｇが注入され、グラウト材排出パイプ９の上方から余剰のグ
ラウト材が排出パイプ９のの上方から余剰のグラウト材Ｇが排出まで、注入・充填される
。
図４は、定着具４のアンカーソケット４ｂで延出プレグラウトＰＣ鋼線１１ａ’の前方部
が緊締され、かつ延出プレグラウトＰＣ鋼線１１ａ’及びプレグラウトＰＣ鋼線１１ａが
緊張された状態を示している。すなわちこの場合は、延出プレグラウトＰＣ鋼線１１ａ’
の先端を定着板４ａ及びアンカーソケット４ｂで定着し、その後、二次施工側区間Ｂから
プレグラウトＰＣ鋼線１１ａを緊張して、その延出プレグラウトＰＣ鋼線１１ａ’と共に
緊張し、そしてその後、ダクト１０２と延出プレグラウトＰＣ鋼線１１ａ’との間隙にグ
ラウト注入パイプ８により、グラウト材Ｇが注入され、グラウト排出パイプ９の上方から
余剰のグラウト材が少し排出されるまで、注入・充填される。
【００１６】
次ぎに多径間連続桁構造物のコンクリート桁部の分割施工による構築方法を、図２に基づ
いて説明する。
第１工程：
（Ａ）図に示すごとく、一次施工側区間Ａのプレストレストコンクリート桁１０構築予定
領域に固定側定着具２、一次施工側区間のプレグラウトＰＣ鋼線１０ａ、緊張側定着具３
を配置し、かつ前記予定領域の後半部の桁支持点Ｐを越えた前方位置に、一端が前記予定
領域の下壁面１０Ｂに開口・位置し他端が隣接する二次施工側区間Ｂのプレストレストコ
ンクリート桁１１との接続壁面１０Ａに開口・位置する第一のダクト１０２を配置し、ま
た同ダクト１０２の一端部に固定側定着具４を配置する。
次いで、前記予定領域内にコンクリートを打設し、コンクリートが硬化した後に、プレグ
ラウトＰＣ鋼線１０ａをジャッキを使用して緊張し、定着する。
【００１７】
第２工程：
二次施工側区間Ｂのプレストレストコンクリート桁１１構築予定領域に、二次施工側区間
ＢのプレグラウトＰＣ鋼線１１ａ、緊張側定着具５を配置し、かつ前記第一のダクト１０
２内に二次施工側区間ＢのプレグラウトＰＣ鋼線１１ａから前方に延出させたプレグラウ
トＰＣ鋼線延出部１１ａ’を貫挿し、さらに二次施工側区間Ｂの前記予定領域の後半部の
桁支持点Ｐを越えた前方位置に、一端が前記予定領域の下壁面１１Ｂに開口・位置し他端
が隣接する三次施工側区間Ｃのプレストレストコンクリート桁１２との接続壁面１１Ａに
開口・位置する第二のダクト１１２を配置し、また同ダクト１１２の一端部に固定側定着
具６を配置する。
次いで、前記予定領域内にコンクリートを打設し、コンクリートが硬化した後に、二次施
工側区間ＢのプレグラウトＰＣ鋼線１１ａを、前記第一のダクトの定着具４を固定側定着
具として、ジャッキを使用して緊張し、定着する。
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【００１８】
第３工程、第４・・・工程：
以下前記と同様にして、三次施工側区間、四次施工側区間・・・と順次繰り返して行う第
３工程、第４工程・・・を行う。
【００１９】
【発明の効果】
以上のとおり、本発明の分割施工された多径間連続桁構造物の構造及びその構築方法によ
れば、一次施工側区間のプレストレストコンクリート桁構築予定領域に第一のダクトを配
置されているため、一次施工側区間の施工時において二次施工側区間のプレグラウトＰＣ
鋼線の後半部分が長尾のごとく延出されて放置されることがなく、その結果一次施工側区
間の施工作業が容易となる。以下同様にして、二次側、三次施工側区間も施工作業が容易
となるものである。
そして、ダクトと延出プレグラウトＰＣ鋼線との間隙にはグラウト材Ｇが充填・硬化され
ているため、その間隙部は周囲のプレストレストコンクリート桁材と強度的に同等であり
、かつ防錆効果も保証できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のＰＣ多径間連続桁構造物の分割施工により構成された構造の説明図、
【図２】本発明方法により多径間連続桁構造物を分割施工する説明図、
【図３】本発明に係る一次施工側区間の後半部と、それに隣接する二次施工側区間の前部
付近の詳細図、
【図４】本発明に係る一次施工側区間のプレストレストコンクリート桁の後半部と、それ
に隣接する二次施工側区間の前部付近の詳細断面図、
【図５】本発明に係るプレグラウトＰＣ鋼線（ＰＣ鋼より線）の構造図、
【符号の説明】
１：橋脚、　　　　　　　　２、４、６：固定側定着具（固定側定着部）、
３、５、７：緊張側定着具、４ａ：定着板、４ｂ：アンカーソケット、
８：グラウト注入パイプ、　９：空気抜きパイプ、
１０：一次施工側区間のプレストレストコンクリート桁、
１１：二次施工側区間のプレストレストコンクリート桁、
１２：三次施工側区間のプレストレストコンクリート桁、
１０ａ，１１ａ，１２ａ：プレグラウトＰＣ鋼線、
１１ａ’，１２ａ’：延出したプレグラウトＰＣ鋼線、（プレグラウトＰＣ鋼線の前方部
）
１０２：第一のダクト、１１２：第二のダクト、
１０Ａ：接続壁面、１０Ｂ：桁下面、
１０Ｄ：切り欠き部、２０：環状シール体、
２１：グラウト材漏れ止め用のシール体
１０２，１１２，１２２：ダクト
１００：ポリエチレンシース
１１０：ＰＣ鋼より線
１２０：遅延硬化型エポキシ樹脂
Ａ：一次施工側区間、Ｂ：二次施工側区間、Ｃ：三次施工側区間、
Ｇ：グラウト材
Ｐ：桁支持点
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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